
消防車等公用車売却仕様書

１．売却物品

売 却 す る 車 両 消防車

台 数 １台

車 名 ニッサン

登 録 番 号 京都 ８８ す ７６３０ （一時抹消登録済）

初 年 度 登 録 平成６年１２月

車 体 の 形 状 消防車

車 台 番 号 ＱＭＤ２１－４２８０６４

型 式 Ｔ-ＱＭＤ２１改

原 動 機 の 型 式 ＮＡ２０

乗 車 定 員 ５人

長 さ ５１０ｃｍ

全 幅 １６９ｃｍ

高 さ ２０４ｃｍ

総 排 気 量 １．９９L

車 両 総 重 量 ２，２４５Kg

燃 料 の 種 類 ガソリン

走 行 距 離 総走行距離 ５，９４３km

有効期限の満了する日 令和３年１月２２日（令和２年１月７日一時抹消登録）

引 渡 し 場 所 京丹波バス車庫横

備 考 売却価格にリサイクル料金を含む



２．売却の条件等

（１）落札者は、落札決定後指定する期日までに本町と売買契約を締結すること。

（２）落札者は、契約の締結日の翌日から起算して１４日以内に、本町が発行する納入通知書

により代金を全額納入すること。

（３）名義変更手続等の諸手続については、落札者の負担で行うこと。また、売払物件の引

渡しは、売却代金の入金確認及び名義変更手続等手続を確認できる書類を提出後とす

る。

（４）売払物件は、現状渡しとする。引渡し後の不調、故障及び損傷に関する一切の苦情、

費用等の請求は受け付けません。

（５）物件に表示されている文字等（自治体名）は、落札者の負担で消去することとし、消

去後の写真を、引渡し日から起算して１０日以内に京丹波町に提出すること。



消防車等公用車売却仕様書

１．売却物品

売 却 す る 車 両 消防車

台 数 １台

車 名 トヨタ

登 録 番 号 京都 ８８ せ ２９３５ （一時抹消登録済）

初 年 度 登 録 平成９年１１月

車 体 の 形 状 消防車

車 台 番 号 ＬＹ１５１０００５２７６

型 式 ＫＣ－ＬＹ１５１

原 動 機 の 型 式 ３Ｌ

乗 車 定 員 ８人

長 さ ４８４ｃｍ

全 幅 １６９ｃｍ

高 さ ２１８ｃｍ

総 排 気 量 ２．７７L

車 両 総 重 量 ２，６３０Kg

燃 料 の 種 類 軽 油

走 行 距 離 総走行距離 ５，２８４km

有効期限の満了する日 令和１年１２月１日（令和２年１月７日一時抹消登録）

引 渡 し 場 所 京丹波バス車庫横

備 考 売却価格にリサイクル料金を含む



２．売却の条件等

（１）落札者は、落札決定後指定する期日までに本町と売買契約を締結すること。

（２）落札者は、契約の締結日の翌日から起算して１４日以内に、本町が発行する納入通知書

により代金を全額納入すること。

（３）名義変更手続等の諸手続については、落札者の負担で行うこと。また、売払物件の引

渡しは、売却代金の入金確認及び名義変更手続等手続を確認できる書類を提出後とす

る。

（４）売払物件は、現状渡しとする。引渡し後の不調、故障及び損傷に関する一切の苦情、

費用等の請求は受け付けません。

（５）物件に表示されている文字等（自治体名）は、落札者の負担で消去することとし、消

去後の写真を、引渡し日から起算して１０日以内に京丹波町に提出すること。



消防車等公用車売却仕様書

１．売却物品

売 却 す る 車 両 公共応急作業車

台 数 １台

車 名 トヨタ

登 録 番 号 京都 ８００ さ ３６３７ （一時抹消登録済）

初 年 度 登 録 平成１２年１０月

車 体 の 形 状 公共応急作業車

車 台 番 号 ＳＴ１９８０００２６７４

型 式 ＧＣ－ＳＴ１９８Ｖ

原 動 機 の 型 式 ３Ｓ

乗 車 定 員 ２[５]人

長 さ ４５４ｃｍ

全 幅 １６９ｃｍ

高 さ １６１ｃｍ

総 排 気 量 １．９９L

最 大 積 載 量 ４００[２５０]Kg

車 両 総 重 量 １，７９０[１，８０５]Kg

燃 料 の 種 類 ガソリン

走 行 距 離 総走行距離１０８，３０８km

有効期限の満了する日 令和２年１１月２９日（令和２年１月７日一時抹消登録）

引 渡 し 場 所 京丹波バス車庫横

備 考 売却価格にリサイクル料金を含む



２．売却の条件等

（１）落札者は、落札決定後指定する期日までに本町と売買契約を締結すること。

（２）落札者は、契約の締結日の翌日から起算して１４日以内に、本町が発行する納入通知書

により代金を全額納入すること。

（３）名義変更、構造変更手続等の諸手続については、落札者の負担で行うこと。また、売

払物件の引渡しは、売却代金の入金を確認できる書類を提出後とする。

（４）売払物件は、現状渡しとする。引渡し後の不調、故障及び損傷に関する一切の苦情、

費用等の請求は受け付けません。

（５）物件に表示されている文字等（京丹波町消防団）は、落札者の負担で消去すること。

し、消去後の写真を、引渡し日から起算して１０日以内に京丹波町に提出すること。


